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猛暑の続いた夏だった。本道の基幹産

業、とりわけ農水産業でも収穫の秋への

先行き不安が広がっている。未熟な野

菜・果物、小麦の不稔、海水温上昇によ

る魚場の遠隔化、不漁など、生産者の苦

悩は増すばかりだ。

地球規模の気候変動は周知のとおり

で、2003年の欧州での熱波、05年のアフ

リカやオーストラリアの干ばつ、そして

近くは中国やパキスタンの豪雨、洪水、

土石流被害、アルゼンチンやボリビアの

猛烈な寒波、ロシアの乾燥による森林火

災…いずれも多数の人命や住まいが失わ

れている。

地球の気候変動を考える「国連気候変

動枠組条約締約国会議」は、今年11月に

「COP16」としてメキシコ・カンクンで

もたれる。一歩踏み出す先進国・日本の

積極姿勢を示さねばなるまい。

この夏、国内では、若い母親が2人の幼

児を置き去りにして死に至らしめたむご

い事件が発覚した。また、「熱中症」によ

る高齢者の死亡が相次いだ。その中には、

生活保護にも見放され、電気・ガスを切

られた家で、猛暑の中、死に至ったとい

う悲惨なことも起こった。

100歳を超えた高齢者の所在不明が顕

在化したことなどが契機となり、全国の

自治体において性急な確認が行われてい

る。身うちすら親族の行方を知らないと

いった事実に驚くが、いわんや近隣の住

民においてをや。少子高齢社会のゆがみ、

今日の地域社会の荒廃の一端が露呈した

ように思う。「都市砂漠」という言葉が心

をよぎり、薄ら寒さを感じた夏でもあっ

た。 （Ｋ)
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1．はじめに

センターゼミナール

北海道郡部の小規模町村では、民営賃貸住宅（以

下、民賃）はわずか4.6％しかなく、「結婚しても

住む家がない」「職場があっても住む家がない」と

いった状況が発生しています。従来は、公営住宅

がこのような世帯の主な受け皿となっていたので

すが、公営住宅には収入制限があり、夫婦共働き

の場合は入居困難などの課題がありました。

また、平成19・21年に公営住宅関連法令等の改

正があり、月収20万以上の世帯の公営住宅の家賃

が民賃並みの家賃に段階的に改定され、新たに公

営住宅に入居できる収入の上限が20万円未満か

ら、15万8千円未満に改定され、ある程度収入のあ

る世帯にとって、公営住宅への入居がますます困

難になりました。

公営住宅入居者層よりも収入が高い世帯向けに

地域優良賃貸住宅公営型（旧特定公共賃貸住宅）

を整備している町村もありますが、町村にとって

は債務や管理の負担が重いため、十分な供給に

至っていないのが現状です。

これらの状況から、今後は公的住宅の整備のみ

ならず、自治体が民賃供給を誘導する施策が求め
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道内小規模町村における
民営賃貸住宅供給誘導施策について

福井 淳一 地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部
北方建築総合研究所居住科学部居住グループ・研究主査

表1 自治体による民賃供給誘導施策事例

自治体名 方 法 支 援 内 容 供給実績

鷹栖町 建設費助成 補助率1/4 上限150万円/戸
家賃条件：建設費の0.7％以内

4棟28戸
※Ｈ19-20実績

当麻町 建設費助成 補助率1/3 上限200万円/戸
家賃条件：建設費の0.6％以内

16棟100戸
※Ｈ5-21実績

東川町 建設費助成 補助率1/3 上限180万円/戸（町外建築業者150万円/戸）
家賃条件：建設費の0.8％以内

25棟134戸
※Ｈ15-17実績

南富良野町 建設費助成 1LDK 60万円/戸 2LDK 80万円/戸 3LDK 100万円/戸
※町外業者建築 20％減額した額

5棟40戸
※Ｈ17-19実績

比布町 建設費助成 補助率35％ 上限280万円/戸
家賃条件：建設費の0.6％以内

2棟16戸
※Ｈ11-12実績

沼田町 建設費助成 助成額200万円/戸 建設用地は無償賃貸 2棟8戸
※Ｈ21実績

土地無償賃貸 30年間民賃経営者に土地を無償賃貸 2棟10戸Ｈ20

新十津川町 建設費助成 助成額40万円/戸 助成上限400万円/棟
※町内に営業所のある業者または町内居住者

5棟28戸
※Ｈ17-21実績

新得町 建設費助成 下水道区域内 12万円/坪 町外業者10万円/坪
下水道区域外 15万円/坪 町外業者12万円/坪

28棟144戸
※Ｈ12-21実績

鹿追町 建設費助成 1万円/㎡ 上限300万円（商品券で助成） 6棟40戸
※Ｈ15-21実績

豊頃町 建設費助成 補助率1/4～1/5 2％の利子補給（Ｈ15要綱）
助成額5万円/坪（Ｈ18条例）

1棟8戸（Ｈ16)
3棟16戸

(Ｈ18-21)

上士幌町 建設費助成 1棟1戸49.5㎡/戸以上 15万円/坪 上限300万円
1棟2戸以上49.5㎡/戸以上 12.5万円/坪 上限250万円
19.8～49.5㎡/戸以上 16万円/坪 上限130万円

26戸16棟
※Ｈ20-21実績

更別村 建設費助成 助成上限8万円/坪
※面積条件を設定し間取りを分散

12棟54戸
※Ｈ14-19実績

中札内村 家賃助成 家賃助成額＝月額家賃－25000円÷2
※上限1万円/世帯

62世帯
※Ｈ17-19実績

Center S eminar
 

Part 1



2．道内自治体の民賃供給誘導施策とその課題

3．社会資本整備総合交付金を利用した民賃供給

誘導施策

られていると考えられます。

現在、当研究所では、「地方都市における賃貸住

宅供給手法に関する研究」を行い、町村の実情に

合った民賃供給誘導施策を検討しています。今回

はその研究結果と、それに関連した東神楽町の取

組事例を紹介します。

道内には、全国に先駆けて民賃の供給誘導施策

を実施してきた町村があります。当麻町が平成5年

に建設費の補助を行ったのをはじめとし、当所の

調査によると、全道で13の実施例があります（表1）。

特に東川町では、公営住宅管理戸数の約4割に当た

る25棟134戸が、わずか3年の間に供給され、新得

町でも10年間で144戸の実績があります。

これらの事例では、最初に実施した当麻町と同

様に、概ね建設費の20～35％を補助しています。

また、断熱性や防音性などの住宅性能に関しては

要件を定めていないことが特徴です。

これらの施策は、定住促進や人口増という観点

からは一定の成果を上げていると言えますが、一

方で課題もあります。

小規模な町村において民賃経営にインセンティ

ブを持たせるためには、事例のようにある程度の

建設費補助が必要であり、自治体にとっては大き

な負担となるのが、第一の課題です。

また、住宅性能に関して要件を定めていないた

め、性能の低い住宅ストックが形成されやすいの

が、第二の課題です。

現状でも北海道の民賃の性能は高いとは言え

ず、さらに民賃経営者にとっては利益率を上げる

ことが最も重要な目標となるため、入居者に性能

を知らせる仕組みがなければ、比較的性能の低い

住宅が供給されやすいという構造的な問題があり

ます。北海道の住宅ストックの3割を占める民賃の

性能が低いことは問題であり、環境負荷低減や居

住環境向上の観点からも民賃の性能向上は重要な

課題と考えられます。

これらの課題解決のため、民賃供給誘導施策を

実施するときに、社会資本整備総合交付金（旧地

域住宅交付金、以下、総合交付金）の提案事業を

使い、自治体の負担を軽減するとともに、経営者

に対して、住宅の性能要件と入居者への性能表示

を義務付けることが考えられます。

総合交付金とは、道路や住宅などの社会資本の

整備に対して国から交付される交付金で、住宅部

門では公営住宅の整備を基幹事業とし、提案事業

は耐震改修やまちづくり、良質な住宅ストック形

成等様々なものに利用可能です。

まずは、実例を基に総合交付金による自治体負

担軽減効果を見てみましょう。民賃を建設してい

る業者ヒアリングなどから、一般的な民賃として

表2の条件で建設した場合を想定します。

次ページに示す図1～2は、総合交付金を利用し

た場合と利用しなかった場合の、民賃1戸当たりの

自治体の累積収支を比較したものです。自治体の

支出としては補助金、収入としては交付金と法人

住民税、固定資産税を想定しています。

総合交付金を利用しない図1では、30年後の自治

体の累積収支は法人住民税収入を見込んでやっ

と±0になり、固定資産税のみの場合は、戸当たり

120万円ほどの自治体負担が生じています。

それに対して、総合交付金を利用した場合は、

法人住民税を見込めば約15年で自治体の累積収支

はプラスとなり、また固定資産税のみの場合でも

30年後の最終的な負担は戸当たり25万円程度であ

り、自治体負担が著しく軽減されることがわかり

ます。

この例のように、最終的には自治体負担は軽減

表2 自治体収支計算上の民賃の条件設定

項 目 値

戸当たり専有面積（㎡） 50

レンタブル比 85％

延床面積（㎡） 235

戸数 4

建設費坪単価（万円） 33

建設費（万円） 2353

1/3相当額（万円） 784

戸当たり補助限度額（万円) 180

補助額（万円） 720

事業者建設費負担 1633

土地価格（万円） 2

土地面積（㎡） 300

土地固定資産税額（万円） 7.14

家賃の建設費に対する割合 0.8％

戸当たり家賃月額（万円） 4.7

家賃（年間） 225.9

入居率 90％

期待家賃収入（万円・年間） 203.3

戸当たり年間管理費（万円) 11.3

10年後譲渡価格（万円） 1176

法人住民税率 12.3％
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されることになりますが、初期投資としては交付

金の戻りを除いても戸当たり100万円程度の初期

負担が必要です。仮に年間4棟16戸実施する場合は

1600万円が必要であり、その額の回収にも時間が

かかります。しかし、基幹事業である公営住宅の

建設と同時に実施すると、この初期負担も軽減で

きます。

図3は、小規模町村で比較的よく建設されている

木造の公営住宅と民賃供給誘導施策の自治体累積

収支を合算したものです。木造の公営住宅の収支

は家賃低廉化事業交付金で少なくとも10年間は、

民間並みの家賃と公営住宅家賃の差額の50％が交

付されるため、この例では22年くらいまで収支が

プラスとなっています。そのため、一時的にです

が、余剰金が発生しているのと同じ状態になり、

民賃供給誘導策と同時に実施した場合はその初期

負担を相殺することができます。

これで社会資本整備交付金の提案事業を利用す

ることのメリットは明確になりましたが、提案事

業は良質な住宅ストック形成を目標とすべきもの

であるため、採択されるには住宅性能向上の仕組

みづくりが求められます。

住宅の性能向上のためには、性能要件を定める

ことが一般的ですが、入居者がその住宅性能を知

ることができなければ、他の民賃と同じような性

能と見なされてしまい、性能向上が住宅の選択基

準とならず、他の民賃への波及効果もありません。

そこで性能要件を定めるとともに、住宅性能を入

居者に知らせる「性能表示」を行うことにより、

民賃経営者に性能向上へのインセンティブを与え

ることができると考えられます。

性能表示としては、国が定めた日本住宅性能表

示がありますが、一般的に供給されている民賃に

とってはハードルが高く、利用件数は低い水準に

留まっています（図4）。一方で、当所が行った「北

方型民賃に関する研究」 におけるアンケート調

査により、居住者から断熱性・上下の防音性など、

内覧ではわからない項目について性能を表示して

ほしいという要望が多くあります（図5）。

現在、提案事業の利用を検討している東神楽町

では、当研究所と協力し、住宅性能要件と住宅性

能表示を検討しています。その概要を示したのが

図6です。性能表示については、上記のアンケート

調査結果から重点的項目を絞り込んで性能表示を

することとしています。

具体的に制度づくりをする際、自治体による補

助額はどのように決めるべきでしょうか。補助額

が小さすぎると、参入する民賃経営者がほとんど

図1 総合交付金未利用での民賃助成の自治体収支/戸

図2 総合交付金利用での民賃助成の自治体収支/戸

図3 民賃助成と木造公営住宅の自治体収支
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4．まとめ

いないという状況も考えられますし、補助額が大

き過ぎると、民賃経営者に利益を与えすぎること

になり、また自治体負担も大きくなります。その

自治体内及び近隣市町村における民賃の収益率を

建設費・家賃・入居率から推測し、それと同等以上

であることが、民賃経営者参入の条件になります。

表3は東神楽町で建設費、補助額、家賃率（建設

費に対する家賃月額の割合）別に収益率（単利）

を試算し、近隣市町村の民賃の収益率と比較を

行った例です。このように事業者の収益性と自治

体負担の双方を考慮し補助額を決めることになり

ます。

道内では、多くの民賃供給誘導施策例がありま

すが、自治体負担が大きいことと、住宅性能に要

件を設けていないことが課題となっています。総

合交付金を活用し、補助対象となる住宅に性能要

件を設定することにより、この2つの課題を同時に

解決することができます。また、住宅性能表示を

行うことにより、経営者に住宅性の向上のインセ

ンティブを与え、他の民賃の性能向上への波及効

果も期待できます。

注)＊1 センターリポート170号「道内民間賃貸住宅の現

状と性能向上に向けた課題」。

図4 日本住宅性能表示の利用率

図5 民賃居住者の性能表示してほしい項目

図6 東神楽町における住宅性能要件と住宅性能表示

表3 建設費・補助額・家賃率別収益率

建設費
(万円/坪)

30

補助額
(万円)

家賃率
収益率
(単利)

35
40
45
45
40
35
30
30
45
35
40
40
45
35
30
45
40
45
40
35
35
30
45
30
40 150 0.7％ 6.11％

100 0.8％ 6.24％
150 0.7％ 6.25％
200 0.7％ 6.48％
100 0.8％ 6.57％
200 0.7％ 6.62％
200 0.7％ 6.71％
200 0.7％ 6.77％
100 0.8％ 6.80％
100 0.8％ 6.97％
150 0.8％ 7.05％
150 0.8％ 7.26％
250 0.7％ 7.38％
150 0.8％ 7.40％
250 0.7％ 7.43％
250 0.7％ 7.50％
150 0.8％ 7.51％
250 0.7％ 7.61％
200 0.8％ 8.11％
200 0.8％ 8.12％
200 0.8％ 8.12％
200 0.8％ 8.13％
250 0.8％ 8.87％
250 0.8％ 9.00％
250 0.8％ 9.20％
250 0.8％ 9.53％

近隣市町村
の平均的な
賃貸住宅よ
り収益率が
高い
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1．はじめに

2．江差町：歴史的市街地の再生

3．富良野市：中心市街地への観光客の取り込み

センターゼミナール

我が国において、地方都市中心市街地の空洞化

が社会問題化して久しい。その再生に向けて、国

は1998年に中心市街地活性化法（旧法）を定め、

巨費を投じてきた。新法への改正後には、対象を

絞り込んでより集中的な投資を継続している。し

かし、問題の根深さ故に全体的に成果は乏しい。

過疎自治体が広範に存在する北海道では、その

生活基盤を支える上で、地域圏を支える中核都市

の再生は、より深刻にとらえるべきであろう。し

かし、旧法のもとで再生を目指した中には、明確

な再生戦略を欠いた都市が散見されたのも事実で

ある。

こうした中で、市民が主体的に『市民事業』を

展開している都市では、再生に向けた萌芽が見え

てきている。その実施組織の形態や事業内容は多

様であるが、ここでは、広く市民が協働して地域

再生に取り組む事業の総体を『市民事業』と呼び、

道内の先進事例を紹介したい。

⑴歴史を生かすまちづくり事業の展開

道内有数の歴史的都市である江差町では、北海

道による「歴史を生かすまちづくり事業」が実施

された。江戸期以来の旧道を「いにしえ街道」と

し、衰退した歴史的市街地を再生したのである。

約7 の区域で、1.2㎞の旧街道の拡幅・修景と、

沿道での101件の建築修景事業が実施された。

図2は、その主な経緯を振り返ったものである。

まず、Ｈ1に道が Ｃ>街並み整備モデル地区に

指定し、翌年に Ｄ>ガイドプランを町に示した。

以後、事業化に向けた計画群が策定される。

第一に、 Ｅ>丘の道基本計画である。街道整備

前に、海岸段丘の急傾斜地への対応が施された。

第二に、町が Ｇ、Ｈ>地区基本・実施計画を

策定し、拡幅を軸とする街道整備を進めた。

これから、二つの計画の流れが派生している。

一つめは Ｋ>拠点施設計画であり、町が重点地

区で歴史的建造物の改修等を実施した。二つめが、

Ｉ>デザインガイドラインから Ｐ>建築協定

に至る、建築修景を促す流れである。Ｈ9以降には、

各種補助金を用いた住民による修景が進んだ。

そして第三が、商工会による Ｆ>商店街構想

の策定であり、これに基づいて、Ｈ4に『江差町歴

まち商店街協同組合』が設立されたのである。

⑵『江差町歴まち商店街協同組合』の活動実績

組合の活動の特徴は、街道整備の進捗状況に柔

軟に対応しながら、各種補助金を用いて約30の事

業を展開し、事業推進の一翼を担った点である。

まず、街道整備に向けた「合意形成支援」であ

る。地区内の 27>「壱番蔵」を仮改修し、合意形

成期に地元関係者の交流の場を設ける等、環境づ

くりに注力した意義は大きい。地域の歴史文化を

伝える 54>夢開道も町や道と協働している。

次に、事業期における補助金の受皿団体として

の「事業推進支援」である。 Ｒ>近代化計画に基

づいて過小店対策等に取り組み、14件の建築修景

を進めた。また、 63>再建後の開店を祝う事業を

実施するなど、生活再建を不安視する住民に対し

て事業参加の機運を醸成した。

そして最大の特徴は、「街道の空間演出」であろ

う。歴まち事業により高質化された街道の魅力を

引き出すソフト事業を多く継続している。

「屋号入り街灯」を店舗に配布して街道を演出す

る 68>炭ころりん等が代表例である。広く住民

や来街者を巻き込んだ事業が多く、また、農業や

教育分野などとの連携が横断的に広がり、その中

核としての役割を担っているのである。

⑴二つの事業展開の融合

富良野市には、年間200万人の観光客が訪れる。

しかし、中心市街地へは8万人に止まり、その引き
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図1 江差町中心市街地の事業展開図

図2 江差町中心市街地の事業展開プロセス
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4．今後の市民事業の展開に向けて

込みが課題とされてきた。

ここでは、国から新しい中心市街地活性化基本

計画が認定され、地元企業の出資による『ふらのま

ちづくり株式会社』が積極的に事業展開している。

同市の事業展開を見ると、二つの起点が存在し、

まず『１駅前再開発の流れ』から始まっている。

Ｈ10の Ｃ>再生基本計画では、中心市街地を

「交流のまちの中心舞台」と位置づけ、これ以降、

二つの流れで事業化に向けた計画が進められた。

まず、市街地整備の流れである。Ｈ11の Ｄ>

再開発基本計画等によって、駅前地区の 2>土地

区画整理事業と 3>再開発事業が推進された。

次に、商業振興系の Ｅ>富良野市TMO構想

の策定である。同じくＨ11から商工会議所を中心

に検討され、TMO事業として17事業を構想した。

両者を基に策定されたのが、Ｈ13の Ｇ>中活旧

計画であり、Ｈ15に『ふらの会社』が設立された。

さて、この Ｇ>中活旧計画の策定とほぼ同時期

に発生したのが、『２病院跡地利用の流れ』である。

発端は、富良野協会病院の老朽化問題である。

五条通り商店街の端部にある重要な集客拠点で

あったが、約5年間の協議を経て、病院の新築移転

と、民間による跡地利用の方針を決めた。

ここでは、観光客を中心市街地に引き込む集客

拠点の形成が検討され、それを軸に策定されたの

が、Ｈ20に認定された Ｊ>新中活計画である。

⑵『ふらのまちづくり株式会社』の活動実績

本来、『ふらの会社』は Ｇ>中活旧計画による

TMOである。しかし、再開発ビルの管理運営を主

目的とした側面が強かった。TMOとして商業系

事業も実施したが、実態は市の担当部署が推進母

体となっていた。

その頃、跡地利用について、まちづくり会社を

設立して補助金を獲得する方法が検討されていた

が、既存の『ふらの会社』を拡充することにした

わけである。Ｈ20に地元建設業者等の45団体が約

7千万円を増資し、役員も一新した。便宜上、増資

前を「旧会社」、その後を「新会社」と呼ぶ。

「新会社」の主な事業実績は、この4月に開業し

てその盛況ぶりが報道された病院跡地での 5>「フ

ラノ・マルシェ」の建設である。ここは「農と食」

をテーマとした集客施設群である。さらに、隣地

では、新たな 6>再開発事業も推進している。

ソフト事業も、中心市街地活性化協議会に設け

られた運営委員会での協議も踏まえ、関連団体と

の協働も含めて積極的に遂行している。

新旧会社には、ある種の「断絶」があるが、跡

地利用時に、新規設立ではなく増資であった点が

地域を説得する上で大きな利点となった。また、

「旧会社」が確立した 関連団体との共同による

ソフト事業の実施体制>が、「新会社」によるその

後の事業展開に多くの教訓を残した。

このように富良野市では、『ふらの会社』の事業

展開によって、駅前整備から始まった一連の活性

化策が相互に関係付けられ、中心市街地に新しい

人の流れを創出しつつあるのである。

市民事業は、地域において行政だけでは解決が

難しい問題が生じた時に、新しい組織が形成され、

解決に向けた事業を遂行する場合が多い。重要な

のは、今後、福祉・医療問題なども含め、日常生

活に密着した地域社会の課題が一層多様化する点

である。その解決に向けた社会性のある事業を実

施する、公共でも民間でもない市民事業体の存在

は不可欠になる。最近では、国もこれらを直接的

に支援する制度を拡充している。紹介した2事例

は、特定の事業組織がまちづくり推進組織に発展

した、市民事業の代表的な生成パターンの一つで

ある。他地域でも応用が可能であろう。

また、本稿では主に一組織の事業展開プロセス

に着目したが、地域では、これらの市民事業が孤

立して実施されているわけではない。例えば、富

良野市では、他にも実に多くの市民組織が多様な

活動をしている。そして複数の組織が、各々が保

有する資源や能力を持ち寄り、共同で多くのソフ

ト事業を実施し、その中から新しい市民事業が波

及している。『ふらの会社』は、そうした多主体協

働の体制の中にある中核組織の一つなのである。

このように、固有の地域資源を直視し、そこに

新しい価値と需要を見いだして展開される市民事

業は、行政と連携しつつ、市民自らが地域社会を

運営していくシステムの構築において、その中心

的な役割を担う可能性を秘めている。

最後に、市民事業は地域社会からの信頼性の獲

得が前提となる。伝統ある建設会社が、地域の名

望家として市民事業体の中核になることを期待し

たい。建設業界が蓄積してきた信頼性と技術力へ

の期待は市民事業にとっても大きいのである。
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